
 

 

令 和 7 年 ３ 月 吉 日 

 

 

 

「残高証明書定期発行」のご案内 

 

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てを賜

り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、今般、残高証明書定期発行における手数料改定に伴い、令和７年４月より、お客様

のご指定口座から一年分（４月から翌年３月まで）の手数料を５５０円に変更させていただ

くこととなりました。また、今まで店頭交付または郵送でのお渡しをしておりましたが、令

和 7 年４月より、一律ご登録の住所へ郵送でのお渡しに変更させていただくこととなりまし

たので、ご案内申し上げます。 

 今後の店頭交付については、都度発行のみの対応となりますので、郵送をご希望されない

お客様は、お取引店舗までお申し出ください。 

どうぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。 
 

                                       敬 具 

記 

 

１． 手数料の引落し(口座振替)について 

(1) 毎年４月１日（休祝日の場合は翌営業日）に、1年分の手数料(４月から翌年３月ま

で)を一括にて引落しさせていただきます。 

(2) 年度の途中で継続発行の解除をお申し出いただいた場合は、未発行分の手数料をご

返金いたします。 

(3) 手数料領収書は発行いたしません。手数料の金額は通帳等のお取引明細または残高

証明書郵送の際に同封の通知書にてご確認ください。 

 

２． 手数料 

一律５５０円（郵送手続き込み） 

※上記手数料は、残高証明書１通にかかる手数料となります。 

 

３.お渡し方法 

現行 変更後 

・店頭交付または郵送 ・郵送のみ 

 

 
 

※ご不明な点がございましたら、お手数ではございますが下記までお問合せください。 

                         以上 

山梨県民信用組合               
   営 業 統 括 部 

                    TEL０５５－２２０－７８２１                       


